
 
 

 

 

Deloitte Taiwan  |  Japanese Services Group | 12 December 2023  

 

 

JSG ニュースレター 

<Tax> 

外国営利事業が台湾炭素排出権取引所で 

販売する国外の排出権にかかる利益を 

課税所得とする規定を財政部が制定 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

財政部は 2023 年 12 月 4 日付で、財政部台財税字第 11204681100 号通達を

公表し、外国営利事業が台湾炭素排出権取引所を通して販売する、国外での排出

削減による排出権にかかる利益を課税所得とする、としました。通達の内容は以下のと

おりです。 

財政部台財税字第 11204681100 号通達 

一、 外国営利事業が、台湾炭素排出権取引所株式会社（以下「台湾炭素排

出権取引所」という）が開設した売買プラットフォームを通して、国外で排出削

減したことによる排出権を販売した所得は、台湾源泉所得とし、所得税法第 3

条第 3 項の規定により営利事業所得税を課税するものとする。 

 

二、 前点の外国営利事業は、帳簿、文書を提示し、審査に供することができる場

合、国外の炭素排出権を販売して得た収入から関連コストを差し引いた残額

を実際の取引所得として計算する。実際の所得を計算するための帳簿、文書
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を提示することができない場合、取引から生じた収入に純利益率 10％を乗じ

た金額を取引の所得とする。 

 

三、 第一点の外国営利事業が台湾国内に固定営業場所を有する場合、その固

定営業場所が、前点の規定により計算した所得について、所得税の申告およ

び納付を行うものとする。外国営利事業が台湾国内に固定営業場所を有し

ない場合、台湾炭素排出権取引所に計算及び申告を委託しなければならな

い。前点の後段における純利益率により計算される所得額について、各種所

得源泉徴収率基準規定に基づき源泉徴収税率 20％で所得税額を計算し、

取引金額から控除するとともに代理申告および納付が行われる。ただし、当該

外国営利事業は、収入を得た日から起算して 10 年以内であれば、台湾炭素

排出権取引所の管轄徴税機関に対して関連する帳簿、文書を提出し、実額

により当該収入から関連コストを控除し、所得額を再計算すること、及び過納

付となっている税額の還付について申請することができる。 

勤業衆信の見解 

一、 台湾炭素排出権取引所は、2023 年 8 月に開設され、国内の炭素排出権の売

買プラットフォームになっており、外国営利事業は台湾炭素排出権取引所を通し

て、国外の炭素排出権を販売することができます。財政部は、当該取引の所得

を台湾源泉所得とし、営利事業所得税を課すことを明確に公表しました。 

 

二、 台湾国内に固定営業場所を有しない外国営利事業は、前述の所得がある場

合、台湾炭素排出権取引所に委託し、規定の純利益率に基づき所得額を計

算し、各種所得源泉徴収率基準規定に基づき、源泉徴収率 20％により所得

税額を計算し、取引金額から控除するとともに代理申告および納付を行う必要

があります。また、自身の権益を守るため、還付の申請期限にも注意が必要で

す。外国営利事業は、収入を得た日から起算して 10 年以内に、台湾炭素排出

権取引所の管轄徴税機関に対して関連する帳簿、文書を提出し、実額により

当該収入から関連コストを控除し、所得額を再計算すること、及び過納付となっ

ている税額についての還付を申請することができます。 
 

 
 

 

 

 

過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSG のホームページはこちら 
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日商組新聞稿 

<Tax> 

財政部 112 年 12 月 4 日 

台財稅字第 11204681100 號令核釋， 

訂定有關外國營利事業透過我國碳權交易所 

出售國外減量額度利益課徵所得稅規定 

 

 

財政部台財稅字第 11204681100 號令 

一. 外國營利事業透過臺灣碳權交易所股份有限公司（以下簡稱臺灣碳

權交易所）建置之交易平臺，出售國外減量額度之所得，為我國來

源所得，應依所得稅法第 3 條第 3 項規定課徵營利事業所得稅。 

 

二. 前點外國營利事業可提示帳簿、文據供核者，應以出售國外碳權交

易收入減除相關成本費用，核實計算交易所得；其無法提示帳簿、

文據核實計算所得者，得以交易收入按淨利率 10%計算交易所得。 

 

三. 第 1 點外國營利事業在我國境內有固定營業場所者，應由其固定營

業場所依前點規定計算所得，辦理所得稅結算申報納稅。外國營利

事業在我國境內無固定營業場所者，應委託臺灣碳權交易所依前點

後段規定之淨利率計算所得，並按各類所得扣繳率標準規定之扣繳

率 20％計算應納所得稅，於交易價款中扣除並代理申報納稅；惟該
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外國營利事業得自取得收入之日起算 10 年內，提示相關帳簿、文

據，向臺灣碳權交易所所在地之稽徵機關申請核實減除該收入之相

關成本費用，重行計算所得額，並退還溢繳稅款。 

  

勤業眾信觀點 

一. 臺灣碳權交易所於 112 年 8 成立並為國內碳權交易交易平台，外

國營利事業可透過臺灣碳權交易所出售國外碳權，財政部明確核

釋 該 交 易 所 得 為 我 國 來 源 所 得 ， 應 課 徵 營 利 事 業 所 得 稅 。 

 

二. 提醒在我國境內無固定營業場所之外國營利事業，有前述所得

者，應委託臺灣碳權交易所依規定之淨利率計算所得，並按各類

所得扣繳率標準規定之扣繳率 20％計算應納所得稅，於交易價款

中扣除並代理申報納稅。同時應留意退稅申請時限，以保障自己

的權益，即外國營利事業得自取得收入之日起算 10 年內，提示相

關帳簿、文據，向臺灣碳權交易所所在地之稽徵機關申請核實減

除該收入之相關成本費用，重行計算所得額，並退還溢繳稅款。 
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